
～ 皆さんの保険料は貴重な財源です ～
みんなでささえる介護保険介護保険

介護保険制度とは
　高齢者の介護を社会全体で支えるためのしくみで、運営主体（保険者）は
白岡市です。

　４月１日現在の世帯の市民税課税状況や本人の所得などに応じて決定し、
７月中旬に納付通知書などでお知らせします。

65歳以上のかたの令和７年度介護保険料

申し込み　高齢介護課窓口にキャッシュカードと、
本人確認ができるもの（マイナンバー
カード、運転免許証など）をお持ちく
ださい。

取扱金融機関
埼玉りそな銀行、りそな銀行、三井住友銀行、足
利銀行、武蔵野銀行、埼玉縣信用金庫、中央労働
金庫、三菱UFJ銀行、ゆうちょ銀行

保険料の納付は、口座振替が便利です
（ペイジー口座振替受付サービス）

●１年以上滞納すると
　介護サービス費用は、全額自己負担となります。
●１年６か月以上滞納すると
　保険給付費が差し止められ、差し止められた保険給付
費から滞納分の保険料が差し引かれます。
●２年以上滞納すると
　保険料を、遡って納められなくなり、サービス費用の
自己負担が引き上がります。また、一定の負担額を超え
た場合の払い戻しが受けられなくなります。

納付期限内の納付をお願いします

問合せ 　高齢介護課介護保険管理担当　☎0480（31）8208

▲介護保険の財源の内訳
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介護保険料の納めかた
納　め　か　た 対　象　者 納　　期

年金天引き
（特別徴収）

●老齢基礎年金などの受給額が、年額18万円以上のかた

納付書または口座振替
（普通徴収）

●老齢基礎年金などの受給額が年額18万円未満のかた
（未受給のかたも含む。）
●年度途中に年金受給者になったかた
●年度途中に65歳になったたかた
●年度途中に他市区町村から転入されたかた

７月～翌年２月の月末（年８回）
※12月のみ25日
※納期限が土・日曜日、祝日の場合は、
　翌営業日

年金の支払い日（年6回・偶数月）
※４・６月は前年度２か月分の保険
　額で算定します。

所得段階 市民税課税状況 対象者（前年の所得状況など） 保険料調整率
保険料

（年額・100円
未満切り捨て）

第 1段階 世帯非課税
・

本人非課税

●生活保護受給者
●合計所得金額※₁と課税年金収入額の合計が80.９万円以下 0.285 18,700円

第 2段階 合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下
合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下
 

31,900円
45,100円
59,300円

第 3段階
第 4段階 世帯課税

・
本人非課税第 5段階 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円を超える 基準額※₂ 65,800円

第 6段階

本人課税

合計所得金額が120万円未満

0.485 
0.685 
0.90 

1.20 
1.35 
1.40 
1.60 
1.65 
1.75 
1.80 
1.85 
1.90 
2.10 
2.20 
2.30 

79,000円
88,900円
92,200円
105,400円
108,700円
115,300円
118,600円
121,900円
125,100円
138,300円
144,900円
151,500円

第 7段階 合計所得金額が120万円以上165万円未満
第 8段階 合計所得金額が165万円以上210万円未満
第 9段階 合計所得金額が210万円以上265万円未満
第10段階 合計所得金額が265万円以上320万円未満
第11段階 合計所得金額が320万円以上360万円未満
第12段階 合計所得金額が360万円以上400万円未満
第13段階 合計所得金額が400万円以上450万円未満
第14段階 合計所得金額が450万円以上500万円未満
第15段階 合計所得金額が500万円以上550万円未満
第16段階 合計所得金額が550万円以上600万円未満
第17段階 合計所得金額が600万円以上

※₁　収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第１～５段階は、「公
的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用い、合計所得金額に給与所得が含まれる場合は、給与所得から１０万円を控除した金額を用います。土
地売却などに係る特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

※₂　月額基準額５，４９１円×１２か月（１００円未満切り捨て）

高齢介護課認定給付担当　☎0480（31）8208問合せ 

健康増進課成人保健担当　☎0480（92）1201問合せ 

※介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合は、（　）内の金額
※次のいずれかに該当する場合は、対象になりません。  
 ・住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税
 ・住民税非課税世帯（世帯分離している配偶者も非課税）でも、預貯金などが次の金額を超える場合
     第1段階：単身1,000万円、夫婦2,000万円　第2段階：単身650万円、夫婦1,650万円
     第3段階①：単身550万円、夫婦1,550万円　第3段階②：単身500万円、夫婦1,500万円

利用者負担段階
全て本人及び世帯全員が住民税非課税

居住費など 食費
ユニット型
個室的多床室

ユニット型
個室

従来型
個室

老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者

880円 550円

550円
（380円） 0円 300円 300円

550円
（480円） 390円 600円

第3段階①

1,370円 1,370円 1,370円
（880円）

650円 1,000円

1,360円 1,300円第3段階②

ユニット型
個室

ユニット型
個室 多床室 施設

サービス
短期入所
サービス

第1段階

第2段階

第3段階

課税年金収入額＋非課税年金収入額＋その
他の合計所得金額が80万9千円以下のかた

課税年金収入額＋非課税年金収入
額＋その他の合計所得金額が80万
9千円超120万円以下のかた

課税年金収入額＋非課税年金収
入額＋その他の合計所得金額が
120万円超のかた

430円

　430円

施設サービスを利用した場合の食費などの利用者負担段階の基準額が８月から変更となります。

施設サービスを利用されるかたへ施設サービスを利用されるかたへ
介護保険の施設サービスを利用した場合の基準費用額が８月から変更となります。

※介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合は、（　）内の金額
※2 一部の施設では697円

居住費など

1,445円
437円（915円）※21,728円（1,231円）1,728円2,066円

多床室従来型個室ユニット型個室的多床室ユニット型個室
食費

受けていますか？肝炎ウイルス検診
7月28日は世界肝炎デー7月28日は世界肝炎デー

●ウイルス性肝炎とは
　A、B、C型などの肝炎ウイルスの感染によって起こる肝臓の病気で、A型は食べ物
で、B型及びC型は血液や体液を介して感染します。B型、C型に感染すると、徐々に肝臓
の機能が失われ、肝硬変や肝がんになる場合があります。
　肝臓は“沈黙の臓器”と呼ばれ、肝炎になっても無症状のまま経過し、自覚症状が
出た頃には重症になってしまう場合もあります。

●肝炎ウイルス検診
　採血で検査をすることができます。40歳以上で、過去に１度も肝炎ウイルス検査を
受けたことがないかたは、500円で市の検診が受けられます（「検診受診券」が必要です）。

●感染がわかったら
　適切な治療によってウイルスの排除が可能な場合がありますので、
専門医に相談をしましょう。
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